
図表41医療機関における取引先卸売業者の変化  

有効回答数＝251）（医療機関アンケーート）   

ニうしたことから，ペースメーーカとPTCAカテーテ′レの取弓＝r＝おいては医療機関に  

よる取引先卸売業者の変更が少ない傾向がみられる．〕  

（2）取引先の変更が少ない要因  

ペースメーカとPTCAカテーテ／レの流通経路については，前述のとおり，概ね   

卸売業者を経由して販売されているところ，医療機関による取引先卸売業者の変更   

が少ない傾向がみられるが，ニうした取引実態については，医療機関における要因   

とメーカーにおける要因の双方について考えられる。   

ア 医療機関の購入政策による取引先固定化傾向  

平成9年の当委員会の調査において，ペーr：スメーカ及びPl「CAカテーーテルの  

取引においては｝ 機種選定に当たっての医師の使い慣れ等の重晩 メーーカー及び  

卸売業者の手術における立会い等の存在といったことが固定的な取引関係を生じ  

させていることから，医療機関，特に国公立の医療機関にあっては可能な限り納  

入先の選定の幅を拡大する努力が求められる旨の指摘を行っていたところであるゥ  

今回の調査においてごと）こうした取引先の固定化の傾向についての変化はみられな  

い⊃   

（ア）医療機関の購入姿勢による要因  

ペースメーカ及びPTCAカテーテルの取引についてけ，医療機関は既存の  

取引先との継続的な取引を優先する傾向か強いといわれており，こうした傾向  

は，製品又は購入先選定について大きな買三皆力を有する医師の意向の問題及び  

医療機関における購入担当者の嫡入姿勢の問題が医療機関における取引状況に  

大きな影響を与えているためといわれている．  

a製品又は購入先選定における医師の影響力  

ペーースメ」カヤPT〔∴八丈テーテルの購入については，現場医師の要請に  
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よる特定の製品の購入又は取引先準定への意向が医療機関の機器購入の判断   

上 大きな影響力を持つといわれ，こうした医師の影響力によって製品又は   

取引先が決定される傾向がある．。   

図表42 メーカー及び卸売業者の営業活動と医療機関の購入形態の一例   

医療機関に対するアンケートにおいても，購入機種を放定する者は「担当  

医師」と回答した者が全体の約5割であり，「機種選定委員会」との回答（約  

3割）を上回る割合となっている状態であるゥ  

図表43 ペースメーカの機種を決定する者  

担当医師が決定する  

御重選定委員会等で決定する  

病院長が決定する  

事務局が決定する  

その他  

有効回答数＝255（医療機関アンケート）  

図表44 PTCAカテーテルの機種を決定する者  

担当医師が決定する  

機種選定委員会等で決定する  

病院長が決定する  

事務局が決定する  

その他  

有効回答数＝H7（医僚機関アンケーート）   

ペースメーカ及びPTCAカテーテルに関する医療機関の購入行動につい  

ては，平成9年の当委員会の調査において，機種を特定した特定ブランドご  
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との製品購入が行われてきており，このため入札等が行われても，ブランド  

間競争が生じ難い状況がみられることから，「医療機関側においても，症例に  

応じて複数の機種の機能及び価格の検討を幅広く行い，一層の競争機能の活  

用を図ることが重要であると考えられる」との指摘を行っている＝．圭た，診  

療報酬上のペースメーカの償還価格の評価方法については，前述のとおり，  

平成12年には，同【効能及び効果を有するものは同→の経済評価を行う機能  

別評価方式が採用され，医療機関の購入行動におけるブランド問競争が期待  

されている．。しかしながら，今回実施した医療機関に対するアンケート調査  

によると，ペースメーカの機種選定で重視する事項として「医師が使い慣れ  

ていること」を回答した者が全体の49．2％，PTCAカテーテ）L／では全体の  

47．2％となっており，これらの製品の購入に当たっては依然として使い慣れ  

を重視する医師の意向によって製品又は取引先が決定されている実態となっ  

ている．ニ  

図表45 ペースメーカの機種選定で重視する事項（複数回答）  

性能・操作性が優れていること  

価格が安いこと  

医師が使い慣れていること  

立会い，フォローアップのサービスが良いこと  

メーカ“希望小売価格からの値引率が高いこと  

機器の使用に関連して．国内又は外国で  
研修等が受けられること  

その他  

有効回答数＝251（l亘療怯関アン′ナ「 卜）  

図表46 PTCAカテーテルの機種選定で重視する事項（複数回答）  

性竃巨・操作性が優れていること  

価格が安いこと  

医師が使い慣れていること  

立会いのサ【ゼスが良いこと  

メーー九十希望小売価格からの値引蚕が高いこと  

†度器の掠用に関連Lて．国内又は外国  
で研修等が受けられること  

ウ
U
 
 

2
 
 

．
L
．
．
」
〓
〓
L
L
 
 

有効匝」答魯＝2▲」l（匡積極問アンケー、ト）   
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さらに，ペー スメーカやPTCAカテーテルについては，手術及び術後の  

患者のケアについて付随的な業務が発生することから，メーカー又は卸売業  

者は，こうした業務への対応を通じて現場医師との信頼関係を築くといわれ  

ている▲＝．医療機関に対するアンケートでは，卸売業者の選定で重視する事項  

として「立会い等のアフターサービス等がしっかりしていること」と回答し  

た者が74，1％であるなど，ペースメ．－カとPTCAカテーテルについての卸  

売業者との取引についても医師の意向を踏まえた取引先決定が行われている。  

図表47 卸売業者の選定で重視する事項（複数回答）  

注文後、すぐに製品を配送できること  

立会い等のアフターサービス等がしっかり  
していること  

今までの取引関係  

新製品等の情報を提供してくれること  

その他  

有効回答数＝205（医療横間アンケート）  

b医療機関の購入担当者における購入姿勢   

医療機関における購入事務担当者においても，事務処理上の問題等から従  

前より取引関係が続いている特定の卸売業者との取引を優先し，取引先を変  

更することについては消極的である傾向がみられる。．   

医療機関に対するアンケートによれば，平成9年4月以降，取引関係のあ  

る卸売業者が全く変わっていない理由について，前述のとおり「見積り合わ  

せ等を行い購入しているが，いつも同じ事業者が安い見積価格を提示してく  

る，又は同じ業者しか応札してこないため」と回答した者がいるなど，医療  

機関の取引先選択の余地がないという趣旨の回答をした者が 59％程度（図表  

48の黒棒で表したもの）に上っているが，残りの者（全体の約41％）の中で  

みると，「信頼関係がある卸売業者と取引しており，変更する気がないため」  

と回答した者が全体の18．3％であったっ   

医療機関が卸売業者を選定する方法については，「従来から取引のある卸売  

業者から購入する」と回答した者が38．7％あったっ  
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図表48 取引先卸売業者を変更しない理由  

見積合わせ等を行い購入しているが．いつも同じ業者が安い見張  

価格を提示してくる．又は同じ業者しか応札してこないため  

信頚関係がある卸売芸者と取引しており．変更する気がないため  

†引二変更する必要がないため  

メーカ叩から購入先の指定があり．指定した卸売業者以外から輯   

入できないため   

卸売業者問で担当地域が国定されており．当該業者以外から芦岩入  
することができないため   

医療接l誓別に担当業者が決まっており それ以外の業者から購入  

することができないため  

その他  

有効回答数＝126（医療機関アン万㌧一卜）  

図表49 取引先の卸売業者等の選定方法（複数回答）   

個々の取引ごとに，卸売業書芸による見積   

合わせを行う  

従菜から取引のある卸売業着から購入する   

年度初め等の期首に卸売業書芸から一定期  
間について単価のみの見積りを提出してもら  
い決定する  

一般鼻嘉争入札を行う  

指名競争入札を行う  

メーカ】が指定した卸売業着から購入する  

その他  4．7サム  

百効回答数＝25G（匡療枯関アンケーート）  

ニうしたことから，医療機関は長期的な信頼関係を構築している取引先と  

の継続的な取引を優先する傾向がうかがわれるり  

（イ）入札の実施方法による要因  

医療機関の取引先の変更が少ないという実態については，医療機関において   

特定の卸売業者との継続的な取引を優先する傾向とともに，特に，公的医療機   

関において実施される，入札参加条件等の入札仕様書の内容に関する問題が指   

摘されている．〕  

般に，公的医療機関においては，機器購入に探し，各医療機関の－一定の基  
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準に基づき，入札が行われており注＝ち，公的医療機関における物品等の調達につ   

いては，政府等における物品の購入等についての国際的なルールである「WT   

O政府調達協定往24」に則り，原則として一般競争による入札がされている．⊃  

入札によって期待される競争機能が十分に発揮されるためには，入札仕様書   

において，入札参加資格が過度に限定されることがないことが重要である．。こ   

うした観点から，公的医療機関に対して入札等の参加条件に係る仕様書の内容   

についてアンケート調査を行ったところ，医療機器の発注に際しての仕様につ   

いて，ペースメーカでは「具体的な機種名を挙げる」と回答した者が89．3％に   

上り，「要求仕様，性能等のみを提示し，機種名は特定しない」と回答した者は   

5．4％にとどまっていた。一方，PTCAカテーテルについても「具体的な機種   

名を挙げる」と回答した者が88．2％，イ要求仕様，性能等のみを提示し，機種名   

は特定しない」と回答した者が5．9％という結果であった．っ  

図表50 医療機関がペースメーカを発注する際の仕様の内容（複数回答）  

具体的な機種名  

具体的な機植名＋その同等品  

性能等のみ．i那重名を■特定しない  

複数の具体的な機種名＋その同等品  

その他  

有効回答数＝56（医療機関アンケート）  

注二う／く一スメーカ及びPTCAカテーテルといった年間の使用量が患者数とともに変化し，購入量の総額   

を求めることが難しいものについては，医療機関が製品を購入する際，個々の物品ごとに価格や値引交   

渉を行う単価契約方式が取られているといわれている。  

圧ご4同協定では，政府等が，基準額である13万SDR（邦貨換算額告100万円）以上の調達をする阻原則   

として一般競争による入札を実施することが定められている（都道府県及び政令指定都市の地方自治体   

による調達については，20万SDR（邦貨換算額3，200万円）以上の調達契約について同協定の対象と   

されている）〔日本政府甘 更なる市場アクセス改善努力の一環として，自主的措置により10万SD【く（邦   

貨換算額1，600万円）以上13万SI）R未満の調達についても，ニの協定に準じた手続を行っている1圭た，   

同協定ほ，入札仕様書において特定の銘柄等を指定することを禁」上している．っ  
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図表51医療機関がPTCAカテーテルを発注する際の仕様の内容（複数回答）  

具体的な肢種名  

具体的な椴撞名＋その同等品  1570ム  

性能等のみ，イ藍撞名を特定しない  590乙  

複数の具体的な接撞名＋その同等品  59？し  

有効回答数＝51（医療械l謂アンケ”ト）   

こうしたことから，公的医療機関が行う入札の実施に際して，入札仕様書に  

おいて入札参加条件が限定されていることにより入札によって期待される競争  

機能が十分に働いていないという実態がうかがわれる．。   

また，医療機関が実施する見積り合わせについても，そもそも見積り合わせ  

等をせずメーカーが指定する，ないし従来から取引のある卸売業者と取引する  

とする医療機関が少なくない。医療機関に対するアンケートによると，見積り  

合わせを行う場合でb見積りを依頼する卸売業者の数が極めて少なく，見積り  

合わせによって期待される競争機能が十分に働いていない状況がみられる．⊃   

医療機関に対するアンケし－トによれば，見積りを依頼する卸売業者の数は，  

2往から4社であるという結果であった〕しかし，1：う．7％の医療機関においては  

1杜しか依頼していない状況もみられたっ  

図表52 医療機関が見積りを依矩する際の状況  

（匡僚機関アンケート）   

なお，Ⅸ′Ilて上の購入に当たっては，公的医療機関においては入札が実施され  

ごいるところ，平成9年・ソ）、プう委員会の調査において，入札仕様書の作成に／つい  

亡，入札等の参加業者が限定され，入札等を通じて期待される価格競争が十分  

に機能していない実態がうかが′われた∴とから，「多くの者が応札できるよう仕  
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様の作成に当たっては必要最小限の仕様とし，特定機種を明示させるような用  

語等の使用は極力避ける」との指摘を行っている。今回実施した医療機関に対  

するアンケート調査において，こうした指摘に対して何らかの取組を行ってい  

るかにらいて尋ねたところ，回答のあった医療機関のうち，72％が何らかの取  

組を行っていると回答しており，取組内容としては「仕様作成に際し，できる  

だけ多くのメーカーが競争に参加できるよう入札における競争性の確保に努め  

ている」，「具体的に入札における仕様の作成に当たっては，メーカーは指定せ  

ず，仕様も偏らないよう注意している」といったものがみられた。  

図表53 入札における医療機関の取組状況  

有効回答数＝218（医療桟関アンケート）  

（ウ）医療機関における購入方法の改善の取組事例  

一般に，医師による製品の使い慣れが強い医療機器の購入については，医師   

の協力なしには医療機関として購入方法改善の取組を実現することは難しいと   

ころ，機器購入において競争原理の導入を図り，コスト意識改革を進める医療   

機関においては，医師を含めた購入担当関係者らにより，従来の既存卸売業者   

との取引関係の見直し等を通じて，購入費削減について大きな成果を上げてい   

るものがみられる．っ 具体的には，医療機器の購入において大きな影響力を持つ   

医師に購入改善の取組への理解。協力を求め，例えば，手術において用いる機   

器の購入要請においては，可能な限り複数の機種の要望をしてもらうなど，機   

器購入においてブランド間競争を発生させるような購入方法の実施を進めるこ   

ととしている．＝．また，医療機関における購入担当においても，コスト意識を重   

視する姿勢を一層打ち出し，積極的に複数の卸売業者に見積りを依頼する，従   

来の卸売業者との取引関係の見直しを行う等の取組を進めることとしているウ   

ニのように，医師及び購入担当の連携の下，医療機関全体として購入方法改善   

に取り組む姿勢を明確にすることによって，医療機器購入費用の大幅な削減を   

実現している．っ  
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イ メーカーの販売政策による取引先固定化傾向  

平成9年の当委員会の調査において，卸売業者の販売価格について，販売先医   

横機関別に卸売業者への仕切率がメーカーによって決められており，また，卸売   

業者に対する調査によって，「メーカーからの指示で既存の卸売業者がいる医療機   

関には売り込まないこととなっている」との回答がみられ，「このようなメーカー   

による卸売業者の販売先に対する関与によって，卸売業者の販売価格が維持され   

るおそれがある場合には独占禁止法違反となる」との指摘を行っているが，今回   

調査においても，メーカーによる販売先／＼の関与が行われている実態について変   

化はみられない⊃  

（ア）メーカーによる卸売業者の販売先及び販売価格に対する関与  

aメーカーによる卸売業者の販売先の指示  

卸売業者に対するアンケートによれば，新たな取引先を開拓するに当たっ  

て障害となることとして「メーカ←から取引の承認がなかなか下りない」と  

回答した者が全体の53．3％みられるなど，卸売業者の販売先についてメーカ  

ーが指示している実態がみられる．。  

また，卸売業者に対するアンケートによれば，同一－メーカーの製品が既に  

取り扱われている医療機関へ積極的に売り込みを行わない理由として「取引  

先をメーカーから指示されているため」とする者が39．2％，また，異なるメ  

ーカーの製品を既に取り扱っている医療機関へ積極的に売り込みを行わない  

理由として「取引先をメ」一カ」から指示されているため」と回答した者が  

36．0％みられた。  

二れにつし、て，医療機関に対するヒアリングにおいては，医療機関が医療  

材料嫡入費用削減の取組を行うため，新規の卸売業者との取引を始めたい旨  

メーかに伝えたところ、メーかから「既存の卸売業者との取引を継続」  

する「土う要請さ讃したという例がみられた〕  

図表54 新たな取引先を開拓するに当たっての障害（複数回答）  

メ【－力【からの耳1引先の承認がなかな  

か下りない  

既存同芸者から妨害される  

メカカ、らの仕入価格を上けられる  

有効回答数3り ほ口売業者アンケート）  
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図表55 同一メーカーの製品を戸別二取り扱っている医療機関へ積極的に  

（複数回答）  売り込みを行わない理由  

医療疲関が取引先の卸売業者を変更した   
がらないため  

当社の取引先をメーカーから指示されてい  
るため  

医療綾関が取引先の卸売葉音数を増やし   
たがらないため   

既存の卸売業者の商権を尊重しているため   

メーカーから提示される仕入価格に差があ  
り，競争できないため  

当社が見積りなどを提出しても選定されな   
いことが分かっているため  

その他  

有効回答数＝51（卸売業者アンケート）  

国表56 異なるメーカーの製品を矧こ取り扱っている医療機関へ売り込みを行わない理由（複数回答）  

医師の嗜好があるため既存製品を変更した  
がらないため   

当社の取引先をメーカーから指示されてい   
るため   

医療機関が取引先の卸売業音数を増やし   
たがらないため   

既存の卸売業者の商権を尊重しているため  

当社が見積りなどを提出しても選定されな   
いことが分かっているため  

その他  

有効回答数＝25（卸売業者アンケート）  

b販売先及び販売価格に関する情報の幸艮告  

（a） 販売先  

卸売業者に対するヒアリングによれば，販売先の医療機関の名称を，メ   

ーカーに報告している，又ほ報告を要求される場合があるということであ   

った。メーカーに対するアンケートによると，回答のあった10社中9杜は，   

ペースメーカについては薬事法上，特定医療桟器に関する記録の保存の観   

点から、卸売業者に対して販売先について報告させているとしており，ま   

た，PTCAカテーテルについても，回答のあったメーカー20社中13社は，   

医療機関の在庫管理のため，卸売業者に販売先を報告させていた．っ  
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（b）販売価格  

卸売業者に対するアンケートによれば，メーカーに対し，販売先医療機   

関への販売実績等について「報告している」と回答した者は73．1％であり，   

さらに，「医療機関／－＼の販売価格」を報告していると回答した者が49．0％み   

られた任二5．。報告する理由については回答のあった者のうち60．5％の卸売業   

者が「メーカーから要請されている」と回答している．－なお，医療機関へ   

の販売数量や販売金額の報告については，販売価格を含め販売先に関する   

情報の一切をメーカーに提供している卸売業者もみられた任二‘う．コ  

図表57 メーカーに対する取引に関する報告状況  

有効回答頬＝G7（卸売業者‾アン万㌧【卜）  

図表58 報告している内容（複数回答）  

販売先  

販売数量  

販売価格  

販売先からの要請  

医師からの要請  

その他  

宵勤［・ラ」答矩＝19（卸売業音アンヤー ト）  

1王二5／、こ－一スメーー引七 前述のとムり，薬事法におりる規制から．卸売業昔ほ販売先に関する事項の提供に   

ついて製造販売業看であるメーJ仁ノ＼リ）協力が定げ）L、〕」1ノていぞ）が，医療機関／＼J）即之売価格に問する情   

報の幸i告は法令上定経）られていない√1  

圧：り このように情鞘の一切を提供させる利一］とし〔，／ト・かけ卸売業首ノ＼・ノ）リ／ミー′卜算定のた裾こ必要  

であろかL、Jとしている 
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図表59 報告を行う理由  

メーカーから要請されている  

自主的に行っている  

有効回答数＝43 ほ口元業者アンケート）  

（イ）卸売業者への販売価格に関するメーカーの行為  

ペースメーカ及びPTCAカテーテルの取引におけるメーカーの価格政策に   

ついては，メーカーは医療機関ごとに卸売業者への販売価格（以下「仕切価格」   

という．））を設定している実態にある。  

卸売業者に対するアンケート調査によると，卸売業者の医療機関に対する販   

売価格については，医療機関ごとに差が生じているのが一般的であるところ，   

差が生じる理由として「医療機関からの要請により，当社が販売価格について   

メーカーに相談し，価格を決定するため」と回答した者がd＝5．3％あったほか，   

「メーカーから医療機関ごとに仕入価格が決められているため」と回答した者   

が11．3％みられた。  

図表60販売先別に価格差が生じる要因  

有効回答数＝53（卸売業者アンケート）   

卸売業者からのヒアリングにおいて，新規の卸売業者が医療機関と新たに取  

引を開拓しようとする場合でも，新規卸売業者はこうしたメーカーが医療機関  
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ごとに設定している特別の仕切価格（以下「特価」という＝）が得られないこと  

から，たとえ取引数量の多い大手の一札一次卸売業者であっても，従来から当該医  

療機関と取引関係にある小規模の二次卸売業者より高い見積りしか出せないと  

いう例もみられた．っ  

卸売業者に対するアンケートによれば，「メーカーから提示される仕入価格に  

差があり競争できない」と回答した者が27．5｛％みられた「  

また，ヒアリングによれば，卸売業者はメーカーから「値引要求に簡単に応  

じたり，他競合品に切り替えたりすれば，リベートがもらえなくなる」として  

圧力をかけられる場合もあるとのことであった。  

再掲 図表5≡i同一メーカーの製品を既に取り扱っている医療機関へ積極的に売り込みを行わない理由（複数回答）  

医療機関が取引先の卸売業者を変更した  
がらないため  

当社の取引先をメーカーから指示されてい  
るため  

医療機関が取引先の卸売業音数を1曽やし   
たがらないため  

既存の卸売業毒の商権を尊重しているため   

メーカーから提示される仕入価格に差があ  
り，毒見争できないため   

当社が見積りなどを提出しても選定されな   
いことが分かっているため  

その他   

さらに，医療機関に対するアンケートによれば，取引先卸売業者を変更しな  

い理由として，「見積り合わせ等を行っているが，いつも同じ業者が安い見積価  

格を提示してくる，又は同じ業者しか応札してこないたがり と回答した者が  

5⊥1．R％みられた．二  

再掲 図表48 二取引先卸売業者を変更しない理由  

見積合わせ等を行いほ入しているが、いつも同じ業者が安い見積  
価格を提示してくる．又は同じ業者しか応札してこないため  

信幸頁関係がある卸売業者と取引しており．変更する気がないため  

特に変更する必要がないため  

メーカーから購入先の指定があり，指定した卸売業者以外から購  

入できないため   

卸売業者間で担当地域が固定されており 当該業者以外から臆人  

することができないため   

医療機関別に担当業者が決まっており．それ以外の業者から購入  

することができないため  

その他  
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こうしたことから，新規に医療機関と取引を始めようとする卸売業者に対す  

る仕切価格が当該医療機関と従来から取引のある卸売業者への仕切価格に比べ  

不利に設定にされることにより，卸売業者は取引先の新規開拓が困難な状態と  

なっている実態がうかがわれる．。   

4 医療機関による経済的利益の提供の要請   

医療機器の取引については，医療機器業界の自主ルールである医療機器業公正競争   

規約が平成11年4月から施行されており，現在では，医療機関に対する医療機器の無   

償提供や便益労務等は改善されてきているといわれている。 しかしながら，卸売業者   

に対するアンケートによれば，医療機関等から卸売業者に対して経済的利益の提供の   

要請があると回答した者は50％おり，このうち提供していると回答している者は   

92．6％みられ注ご7，依然として医療機関等から何らかの経済的利益の提供を求められて   

いる実態が認められた。   

図表61 医療機関・医師等から卸売業者に対しての経済的利益の提供の要請  

有効回答数＝64 佃1売業者アンケート）   

図表62 医療機関。医師等からの要請に対しての経済的利益の提供  

有効回答数＝27（卸売葉音アンケ【ト）  

圧コて こうした提供を行う理由とlノて，卸売業者アンケートによると，医療械関・医師との円滑な取引関係   

を維持する必要があるか▲ら，業界の慣行として広く行われているからという理由を挙げる者が多かっ  

た1  
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図表63医療機関等から要請される便宜供与の内容（複数回答）  

寄付金   

協賛金   10   

会誌等への広告依頼   9   

労務等の提供   8  

有効回答＝31（卸売業看アンケート）   

卸売業者が行う経済的利益の提供の具体例としては，卸売業者等からのヒアリング  

において，例えば，医療機関が施設建皆の費用を補てんするための寄付金等の拠出や  

医療機関において機器購入資金をすぐに調達できないことから調達できるまでの問無  

償で貸与するよう要請されたというものがみられた．。   

なお，前述のとおり，ペースメーカ植え込み手術においてはメーカー又は卸売業者  

によって立会いが行われており，その理由として「医師から立ち会うよう要請される  

から」と回答したメーーカーが最も多かった．っ また，PTCAカテーテルを使用する手  

術における立会いについても，メーカー及び卸売業者に対するアンケートによると立  

会いが行われており，その理由として「医師から立ち会うよう要請されるから」と回  

答した者が最も多かった．＝  
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第4 競争政策上の評価 －ペースメーカとPTCAカテーテルの取引について－  

1 内外価格差と取引慣行  

今回調査対象の医療機器のうち，ペースメーカとPTCAカテーテ／レについては，第  

3の1で述べたとおり，依然内外価格差が認められる実態にある。  

このような内外価格差が認められる要因としては，外国と比べて，医療機関が専門   

化・集約化されていないことから流通に要する費用が高くなっていること，薬事法上の   

承認に要する期間が海外諸国と比べて長くその分費用負担が大きいこと，手術時や立会  

い等の費用が海外と比べて過大になっていることや並行輸入がほとんど行われておら   

ず，多様な製品流通を通じた競争が進んでいないことなどがある．。  

こうした内外価格差の要因に加えて，ペースメーカ及びPTCAカテーテルの取引に   

おける様々な競争上の問題がある．⊃まず，購入側医療機関においては，特定の機種に対   

する直師の使い慣れや手術における立会い等の付随業務を通じた特定の卸売業者との   

結び付き，購入担当者による取引先変更に対する消極的姿勢により，継続的な取引が優   

先される傾向がある。一方，メーカーにおいても卸売業者の販売先に対する関与及び価   

格政策によって，既存の取引関係が固定化され，卸売業者間での競争が十分に行われて  

いない状況となっており，また入札実施に当たって入札仕様書の内容によって入札参加   

者が過度に限定されてしまうという問題から，購入先の競争を活発化させる姿勢が低く，  

こうしたことが取引関係を一層固定化させるという状況がみられる．。平成9年の当委員  

会の調査において，内外価格差及び取引慣行については，医療機関のこうした購入姿勢  

や入札方法の改善及びメーカーによる販売政策に関する競争政策上の指摘を既に行っ  

ているところ，医療機器の流通取引慣行を見る限り，改善が図られているとは言い難い  

実態が明らかとなっている．⊃  

2 医療機関による医療機器の購入姿勢   

医療機関側による取引先固定化傾向の要因として，医療機関内部における継続的な   

取引を優先する傾向がみられ，また，入札を実施するに当たっても入札に期待される   

競争機能を減殺している実態がみられるぅ 医療機器購入において，コスト意識に基づ   

く競争促進的な購入の取組を進めることは，医療機関自身の効率的な経営に資するも   

のであり，また，ひいては国民生活の向上にも資することから，医療機関自身が高い   

コスト意識に基づく購入改革を進めることは重要な問題である．＝ 今回調査を行ったペ   

ースメーカ及びPTCAカテーテルの取引をより競争促進的なものとするための競争   

政策の観点からの指摘は，以下のとおりである．っ  

（1）実態  

医療機器の取引においては，医療機関が既存取引先との継続的な関係を重視する傾   

向が強く，医療機器の流通において取引先の変更が少なくなる要因の1つとなってい   

る．＝ 特に，ペースメ ーカやPTCAカテーテ／t／について・は医師が製品の使い慣れの観  
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点から特定の機種を選好し，それを長期間使用する傾向があることから，医療機関に  

おいて機器購入担当者の意向よりも医師の意向が重視される状況となっている。   

医療機関側が実施する入札においては，入札仕様書において具体的な機種等を挙げ  

ている例が多く，入札において「具体的な機種名を挙げる」と回答した者はペースメ  

ーカについては89．3％，PTCAカテーテルについては88．2％みられ，結果として  

応札業者が限定されてしまい，入札によって期待される競争機能が十分に確保されて  

いるとは言い難い実態が認められる．⊃  

（2）競争政策上の評価  

購入改善の観点からは， コスト意識改革を進めている医療機関にみられる医師及   

び購入担当者の連携等を参考に，医療機関が一体となった購入姿勢改善に取り組む   

ことが期待される．⊃例えば，医師は手術において使用する製品の購入要請において，   

購入事務担当者に対し複数の機種を提示することによってブランド問競争を通じた   

効率的な購入の取組に可能な限り協力する，購入担当においても購入に際しては広   

く見積り依頼を行い，コスト意識の観点から購入先を改めて見直すなど，医療機関   

が一体として高いコスト意識に基づく行動を採る姿勢を持つことが望まれる⊃  

さらに，入札については，入札を実施する医療機関が具体的な機種を特定するこ   

とによって，メーーカー及び卸売業者が限定され，入札本来の競争機能が減殺される   

ことのないょう，落札者が特定の卸売業者のみに限定されることのないよう配慮す   

るととらに，医師からの購入要請に対して異なったメーカー間における競争促進が   

期待されるよう十分に配慮することが望ましいっ  

3 メーーカーの販売政策  

前述のとおり，メーカー側による取引先固定化傾向の要田としては，メ」カーによ   

る販売先への関与及び価格政策がみられ，これらメーカーー側の才子為に対する競争政策   

上の指摘は，以下のとおりである，〕  

（1）メーカーによる卸売業者の販売先及び販売価格に対する関与  

ア 実態  

販売先に関する関与については，卸売業者に対するアンケートによれば，新た  

な取引先を開拓するに当たって障害となることとLて「メーカー＝から取引の承言忍  

がなかなか下りない」と回答した者が全体の5：∃∴う％みられ，また，同・メーーカーー  

「ハ製品が既に取り扱われている医療機関へ積極的に売り込みを行わない理由とし  

てニ「取引先をメーか－－→から指示されているため」とする者がこう9．2％であるなど）  

卸売業者の販売先についてメーか一－－が指示している実態がみられる二  

販売価格に関する関与については，卸売業者に対するアンケーート調査によれば，  

メ←力いは卸売業者に販売価格を報告させている，又け，卸売業者自らメー′－－カトⅤ  

il?, 



に対して販売価格を報告している実態が認められた．。ペースメーカについては，   

薬事法上 販売業者（卸売業者）等は製造販売業者（メーカー）に対して機器の   

販売先に関する情報を提供するよう義務付けられているが，ヒアリング及びアン   

ケート調査によれば，薬事法上報告が義務付けられている事項以外の販売価格に   

ついても卸売業者はメーカーに報告している実態がみられる。ヒアリングによれ   

ば，卸売業者はメーカーから「値引要求に簡単に応じたり，他競合品に切り替え   

たりすれば，リベートがもらえない」として圧力をかけられる場合もあるとのこ   

とであった．⊃  

イ 競争政策上の評価   

メーカーが卸売業者に対して，その販売先である医療機関を特定し，卸売業者   

が一特定の医療機関としか取引できず，それ以外の医療機関と新規に取引すること   

ができないようにする，又は，指定した医療機関以外に製品を販売する卸売業者   

に対し，合理的な理由なく製品の販売を拒絶することは，独占禁止法上の問題（拘   

束条件付取引，不当な取引拒絶）となるおそれがある．⊃  

また，一般に，メーカーが卸売業者の販売価格を拘束することは，原則として   

不公正な取引方法に該当し，独占禁止法違反となる。そのため，メーカーが卸売   

業者に対し，医療機関に対する販売価格に関する情報を報告するよう求めること   

は，独占禁止法上の問題（再販売価格の拘束）につながるおそれがある．っ  

医療機関への  

販売状況等（販  

売価格）の報告  

（2）卸売業者への販売価格に関するメーカーの行為   

ア 実態  

医療機器の取引において，メーカーが卸売業者に医療機関への販売価格の報告  

を求め，卸売業者の医療機関への販売価格を把握している状況にあるところ，メ  

ーーカーは医療機関ごとに卸売業者への販売価格（仕切価格）を設定していること  

が認められた．⊃ さらに，メーカーが卸売業者に提示する仕切価格は医療機関と取  

引のある既存の卸売業者に有利なものとなっており，そうした有利な仕切価格の  

た捌こ，他の卸売業者は当該医療機関と新規に取引することが困難な状況になっ  
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ている．。  

イ 競争政策上の評価  

一般に，取引先事業者ごとに，取引価格において差異があるとしても，その差   

異が取引内乱 需給関係，市乳 決済方法等を反映した経済合理性の認められる   

範囲のものであれば，差異があること自体が独占禁止法上問題となるものではな   

い⊃  

しかしながら，特定の卸売業者に対して設定された有利な仕切価格とそれ以外   

の卸売業者の仕切価格との格差が，卸売業者間の取引内容等の相違を超えた著し   

い相違であって，これにより，不利に取り扱われた卸売業者の競争機能に直接か   

つ重大な影響を及ぼすことにより，公正な競争秩序に悪影響を与える場合には，   

独占禁止法上の問題（不当な差別対価，差別的取扱い）となる．二  

4 製品の販売に関する諸規制   

医榛機器の流通については薬事法による様々な規制が設けられており）競争政策の   

観点からは以下のような取組が行われることが望まい＼．⊃  

（1）葉書法における申請手続  

メーカーからのヒアリングによれば，′こし一一スメーカ及びP「「（二八カテーテルの内   

外価格差の要因として，薬事法上の承吉忍に要する期間が海外諸国と比べて長く，そ  

の期間に要するコストの負担が大きいことが挙けられている二例えば，メーカーか  

らのアンケートによれば，薬事法による承認申請期間の長さについては，米国と比  

べると，ペースメし力については2．5倍以上∴［－TCAカテーテルについては3倍  

以上となっている、、ノ  

また，メ」－一か一からのヒアリングによると，日本〃）薬事承認では，他社がこれま  

でに販売していない機能の製品であれげフ 既に承認を安里ている製品に追加的な機  

能を付した子〕のであって†）、放げ「〔製品全体に／ついて碑認手続を行う必要があるこ  

とから、米同等と比べてら承認を受ける仁め・ノ〕負担が大きいとのことであった、つ  
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（2）競争政策上の評価  

競争政策上の観点からは，多様な製品が市場に流通し，競争が促進されることが   

望ましい．。したがって，薬事法の製造販売の承認については，例えば，申請者の負   

担軽減を図るなどして，承認申請期間の短縮が図られるよう検討されることが望ま   

しい．〕  

第5 今後の対応  

今回の調査により，公正取引委員会は，医療機器の内外価格差及び取引慣行の実態  

及び問題点について明らかにするとともに，これらに関する競争政策上の考え方を示  

した．っ 今後，公正取引委員会としては，ニのような実態及び問題点を踏まえ，関係事  

業者等が適切に対応することを望むとともに，公正かつ自由な競争の促進の観点から，  

今後とも医療機器の流通の動向を注視していくこととしている．。  
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